


第  調査の目的 方法 

 

 調査の目的 

  2001年 司法制度改革審議会意見書 10年余 経過 中，民 司法

野 司法改革 果を実感 い現状 あ 識 ，東京

弁護士会 弁護士会員を対象 アン 調査を実施 こ ，民

司法 実情を明 ，民 司法改革 立法 実 資

料を収集 ，運用改善，法改正及び新 立法 役立 こ を目的

。 

 

 調査の方法 

対象 

東京弁護士会 所属弁護士会員 7,215  

第一東京弁護士会 所属弁護士会員 4,360  

第 東京弁護士会 所属弁護士会員 4,643  

※括弧内 ，い 2014年 8 1日現在 所属弁護士会員数 

形式 

選択式 一部 述式あ ，無 式 所属会 司法修習期 載欄あ  

構  

2013年 10 30日 公表さ 民 司法を利用 や く 懇談会 最

終報告書 以 ， 最終報告書 いう。 http://minjishihoukon.com/ を参

照 を踏 え，民 件 基盤整備 家 件 商 件 行政 件 労働

件 消費者 件 医療 件 8 野 構 。 

，民 件 基盤整備 全員 ，家 件 商 件 行政 件 労

働 件 消費者 件 医療 件 過去 3 年間 各 件を 扱 経験 あ

者 回答を求 。 

実施期間 

2014年 3 3日～8 1日 

※当初 6 30日を回答期限 設 ，回収数 増加を目的 8 1日

回収を け付け 。 

 

 調査の実施内容 

東京弁護士会 

 会員 対 アン 周知，配布及び回収 方法 

東京弁護士会 会館内 アン 用紙を備え置 ，アン 回収箱

を設置 。 

東京弁護士会 サイ い ，アン 用紙を ン
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こ う をアッ ，会員向け ガ

ン等 い アン 回答を依頼 。 

東京弁護士会 各種委員会等 常議員会，民 司法改革実現 部を含

各種委員会 ，東京 弁護士会多摩支部を通 アン 用紙を

配布 ，回収 。 

全会員 対 ，アン 回答依頼 文書を FAX 送信

，全会員 送 会報 封 ，アン 回答を依頼

3 。 ，全会員 送 会報 アン 用紙 返信用封筒

を 封 ，アン 回答を依頼 5 。 

日付 内  容 対象者数 

3 3日 全会員 対 ，FAXを送信 ，東京弁護士会

サイ アン 用紙を ン 回答

う 依頼 。 ，全会員 送 会報 返

信用封筒を 封 。 

6,690  

3 4日 会員向け ガ ン ， ガ ン 録

会員 対 ，東京弁護士会 サイ アン

用紙を ン 回答 う 依頼

。 

4,430  

3 17日 会員向け ガ ン ，3 4日 様 回

答を依頼 。 

4,334  

5 5日 全会員 送 会報 アン 用紙 返信用封筒

を 封，郵便 送 。 

7,292  

6 16日 会員向け ガ ン ，3 4日 様 回

答を依頼 。 

4,346  

そ 他，各法律相談セン を通 ，東京 弁護士会 相談担当員

アン 用紙を配布 ，各法律相談セン アン 回

収箱を設置 。 

 回答数 効回答  

   第一次集計：559 ，第 次集計：570 ，合計：1,129  

 回答率 

15.64％ 1,129 ／7,215  

※2014年 8 1日現在 弁護士会員数 対 回答数 割合 

 

第一東京弁護士会 

 会員 対 アン 周知，配布及び回収 方法 

第一東京弁護士会 関連 9委員会 少年法委員会，人権擁護委員会，家

法制委員会，消費者問題対策委員会，労働法制委員会，民 訴訟問題等
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特 委員会，司法制度調査委員会，法律相談運営委員会，司法改革推進セ

ン ン アン 回答を依頼 。担当 務局

持参， ，FAX 回収 。 

日付 内  容 対象者数 

5 1日 関連委員会 ン 案内 。 710  

そ 他，各法律相談セン を通 ，東京 弁護士会 相談担当員

アン 用紙を配布 ，各法律相談セン アン 回

収箱を設置 。 

 回答数 効回答  

   第一次集計：71 ，第 次集計：71 ，合計：142  

  回答率 

   3.25％ 142 ／4,360  

   ※2014年 8 1日現在 弁護士会員数 対 回答数 割合 

 

第 東京弁護士会 

 会員 対 アン 周知，配布及び回収 方法 

第 東京弁護士会 会員向け サイ い ，アン 用紙を

ン こ う をアッ ，会員向け

ガ ン い アン 回答を依頼 。 

全会員 対 ，FAX を送信 ，会員向け サイ アン 用

紙を ン 回答 う 依頼 。 

第 東京弁護士会 関連 5 委員会 常議員会，司法制度調査会，弁護士

業務セン ，裁 官制度等改革推進委員会，法律相談セン 運営委員

会 を通 アン 用紙を配布 ，回収 。 ，第 東京弁護士

会 委員会 ン い アン 回答を依頼 。 

担当 務局 ，FAX 回収 。 

日付 内  容 対象者数 

4 1日 

全会員 対 ，FAXを送信 ，第 東京弁護士会 会

員 サイ アン 用紙を ン

回答 う 依頼 。 

4,815  

4 3日 

会員向け ガ ン ， ガ ン 録

会員 対 ，第 東京弁護士会 サイ ア

ン 用紙を ン 回答 う 依

頼 。 

3,078  

そ 他，各法律相談セン を通 ，東京 弁護士会 相談担当員

アン 用紙を配布 ，各法律相談セン アン 回

収箱を設置 。 
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 回答数 効回答  

   第一次集計：129 ，第 次集計：70 ，合計：199  

  回答率 

   4.28％ 199 ／4,643  

   ※2014年 8 1日現在 弁護士会員数 対 回答数 割合 

 

 集計と分析 

集計 

  調査内容 入力 集計 ，日 情報産業株式会社 委 ，自

載内容 一部 い ，東京弁護士会 務局 い 入力 。。 

析 

  ，第一東京弁護士会会員及び第 東京弁護士会会員 回答数

少 ，東京弁護士会会員 回答 1,129 を 析 対象

。 

 

 作業 ケ ュ ル 

日付 ュ   

2013年 7 25日 東京弁護士会 民 司法改革実現 部 以 ， 実現 部

いう。 民 実情調査部会 以 ，調査部会 いう。

い ，アン 案 検討を開始 。 

 

翌年 2 ，調査部会準備会を 5回，調査部会を 7

回開催 アン 項目 内容等 い 検討 。 

 

2014年 1 21日 早稲 大学 菅原郁夫教授 打合 ，アン 内

容 実施方法等 い 助言い い 。 

 

東京弁護士会 第一東京弁護士会 び第 東京弁護

士会 対 ，アン 実施 ，協力を要請 。 

 

2014年 2 28日 アン 確   

2014年 3 3日 アン 実施  

2014年 4 30日 アン 第一次締   

2014年 6 20日 第 26回 司法 ン ン い 司法

国民 期待 こ え い ～ 国 民 司法 現

状 課題～ い ，第一次集計 30 日

一部を資料 配布 。 

 

2014年 6 30日 アン 第 次締   

2014年 7 4日 東京弁護士会 ，日 情報産業株式会社 回収 アン

を提供 ，集計作業を開始 。 

 

2014年 8 1日 アン 回収 付 最終締   

 

 

ア
ン
ケ
ー
ト
検
討
期
間 

回
答
・
回
収
期
間 
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2014 8月 29日 集計されたアンケー ータが納品され，分析作業を開始

した。 

分析担当者におい 報告書案の 案を作成した。 

＜分析担当者 五十音順 ＞ 

大坪 和敏   大堀 健 郎  奥  国範  髙梨 滋雄 

澤 慎一  藤原 靖    水野 泰孝 

11月 ま に，実現 部を 3回，実現 部正副事務局会議

を 3回，調査部会を 7回開催し，報告書の内容を検討した。 

また，分析案につい ，菅原教授に助言を求め，菅原教授

の助言を踏まえ ，分析案を再検討した。 

 

2014 11月 30日 報告書完成  

 

以  

 

分
析
期
間 
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商事事件 問 51～問 68  

回答者 過去 3年間 商事事件 経験 あ 者 433  

ンケ 回答総数 対 割合 38.4％ 

 

．国際商取引の取扱い 問 51～問 55  

過去 3 年間 ，国 商 引 関 紛争 い ，日本以外 外国

い 紛争解決 管轄 あ 案件 扱 た あ 弁護士 少数 11.3％

，扱 た い弁護士 大多数 83.4％ ぼ 問 51 。

国 商 引 関 紛争 い ，そ 自体 件数 必 多く い

可能性 あ ， 案件 扱う弁護士 一部 弁護士 限 い

窺わ 。 

国 商 引 関 紛争 い ，日本以外 外国 紛争解決 管轄

あ 場合 ，依頼者 日本 く外国 紛争解決手続 利用

希望 場合 過半数 55.1％ あ 問 52 ，そ 理由 ，日本

紛争解決手続 語学対応力 関 不安 64.0％ 指摘さ

問 53 。国 商 引 関 紛争 い ，日本 紛争解決手続 利用

進さ た ，手続 語学対応力 向上 図 必要性 窺わ

。 

国 商 引 関 日本 裁 実務 効率 時間 労力 非効率 あ

感 い 者 過半数 55.1％ い 問 54 。回答数 必

多く い ，専門化 進 い 推測さ 分 い ， 扱

い 弁護士 過半数 非効率 あ 指摘 い 点 注目 あ

，改善 必要性 高い 考え 。効率化 た 有効 方策

，裁 所 専門部 集中部 設置 81.5％ や専門委員制度 充

実 65.4％ 専門性 向上 図 必要性 指摘さ い 問 55 。

た，送達 迅 化や執行制度 機能強化 必要性 指摘 回答 見

問 55 。 

最終報告書 い ，わ 国 国 商事仲裁 活性化 た ，

人材 確保及び育成，国 外 ネッ ワ ク 強化等 課題 指摘さ

31頁 ，英語 裁 手続 行う いう選択肢 い 検討課題 指

摘さ い 32 頁 ，弁護士 回答 日本 紛争解決手続

語学対応力 関 不安 読 。 

 

．知的財産権に関する案件 問 56～問 57  

過去 3 年間 ，知財高裁 属 案件 扱 た あ 弁護士

うち，知財高裁 審理や 断 容 不満 感 い 弁護士 少数 16.7％

あ ，過半数 51.9％ 弁護士 不満 感 い い 問 57 。必要

-  20 -

第２　全体分析　商事事件

9/15



思わ 専門性 具備 い ，備え い い 回答 た弁護士 少数

7.5％ 問 57 ，知財高裁制度 ，制度 概 良

好 運営さ い 評価 。 

，最終報告書 ，第一審 段階 特許権等 関 訴え 民

事訴訟法 6条 1項 管轄裁 所 ，現行 東京地裁 大阪地裁 ，

事件 専門性 配慮 管轄裁 所 増や 検討 旨 指摘

あ 33頁 。 

 

．企業の秘密情報 問 58～問 60  

過去 3 年間 裁 公開原則 情報流出 懸念 企業 秘密情報

含 証 等 提出 躊躇 た あ 弁護士 一定程度 34.8％。

，回答 ，そ そ 企業 秘密情報 含 証 等 提出 直面

い い者 含 考え 。 存在 問 58 ，企業 商事事件

い ，企業 秘密情報 保護 観点 裁 公開原則 害

い 事例 ，相対的 多い 評価 い ，一定程度存在

確認さ 。 

日本 い 弁護士 秘匿特権 必要 あ 考え 弁護士 多数

63.0％ 上 ，必要 い 考え 弁護士 少数 4.5％

問 59 。企業等 要事項 書面化 回避 う 弊害

71.3％ や，弁護士 秘匿特権 あ 国 並行 進行 手続 い

当該他国 連携 困難 50.4％ 指摘さ 問 60 。そ

他，日本 弁護士 秘匿特権 い 外国企業 信用 得

い，依頼者 弁護士 間 率直 協議 支 生 い ，依頼者

相談 あた 不安 た 指摘 複数あ ，日本 い 弁護士

秘匿特権 認 い い 問題性 指摘さ い 問 60 。 

最終報告書 い ，知的財産権や不 競争防 法 分 以外 分

い ，現在 裁 手続 秘密情報保護 制限的 あ 裁 所 提

出 た証 等 資料 外部 流出 懸念 訴訟対応

い 現状 あ 旨 指摘 あ 34頁 ，一定程度 事例 存在

確認さ た。 た，弁護士 秘匿特権等 保 い 指摘

34 頁 い ，多数 弁護士 秘匿特権 必要性 感 い

明 た。 

 

．裁 所の専門的知見 問 61～問 63  

過去 3 年間 ，商事事件や商 引事件 裁 い ，必要 さ 専

門的知見 関 裁 所 理解 不安や懸念 覚えた あ 弁護士

一定程度 38.5％ 存在 い 問 61 。具体的 ，IT分 66.4％ ，

金融 引分 58.9％ い 多く指摘さ 問 62 。裁 所 専
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門的知見 確保 た 方策 ，専門部又 集中部 設置 74.4％

や専門委員制度 充 69.5％ 掲 問 63 。 

，最終報告書 い ，商事 商 引 分 い 専門部又

集中部 裁 手続 導入 検討事項 掲 い 35頁 。 

 

．独立委員会等 問 64～問 65  

過去 3 年間 ，企業等 不祥事 関 当該企業等 設置 た独立委員

会等 加わ た あ 弁護士 一定数 36.7％ 委員会 権能や独

立性 公 性 疑問 感 た経験 有 い 問 64 。具体的 ，当該

企業等 提供さ た情報や資料 偏 あ 感 た 85.5％ ，当

該企業等 選任さ た委員 構成 中立性 欠い いた 76.9％ ，当

該企業等 秘密情報 保護 理由 必要 情報や資料 開示さ た

66.2％ 指摘 さ い 問 65 。独立委員会等 構成 中立

性 担保 方策や独立委員会等 調査手段 充 い ，高い

必要性 窺わ 。 

，最終報告書 い ，独立委員会等 証 偏在 関

問題 解消 必要性 指摘さ い 36頁 。 

 

．会社役員の責任追及に関する訴訟 問 66～問 67  

過去 3 年間 会社役員 責任追及 関 訴訟 原告代理人 た経

験 あ 弁護士 うち大多数 88.9％ 弁護士 ，会社 保有 証

収集 手段 欠い い 感 い 問 67 。会社 保有 証

収集 た 制度や方策 い ，文書送付嘱 応 義務 設定

85.1％ ， スカバ 制度 導入 70.3％ ，裁 所 強力

訴訟指揮 78.4％ 指摘 さ い 問 68 。 

，最終報告書 い ，会社や役員 相手 裁 い ，

証 訴訟資料 会社側 偏在 顕著 あ 指摘さ い

36頁 ，上 回答 弁護士 認識 様 あ 明

た。 
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商 件 問 会社役員 責任追及 関 訴訟 経験

単 ：人

1 あ 81 →　問

2 い 347 →　問

合 計 428

過去 年間 ，会社役員 責任追及 関 訴訟 原告 理人 あ 。該当 番号
○ 付 く さい。

○問 会社役員 責任追及 関 訴訟 経験
過去」 間 会社役員 責任追及 関 訴訟 原告 理人 経験 あ 弁護士
18.重％ あ

 あ  

19% 

い 

81% 
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商 件 問 会社 保有 証 集手段 有無

単 ：人

1 あ 42

2 あ 30

3 あ い 5

4 い 4

合 計 81

う 訴訟 い ，会社 保有 証拠 集 手段 い い 感 あ 。該当
番号 ○ 付 く さい。

○問 会社 保有 証 集手段 有無
過去」 間 会社役員 責任追及 関 訴訟 原告 理人 経験 あ 弁護士
う ，会社 保有 証 集 手段 い い 感 あ 弁護士 ，

あ 監1.重％ あ 」】.0％ 合わ 大多数 88.重％

あ  

52% あ  

37% 

あ い 

6% 

い 

5% 

問  

問  
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商 件 問 会社 保有 証 集 方策

単 ：人
1 2 3

あ あ
い

い
え

い

合
計

文書送付嘱 応 義
務 設定

63 5 6 74

カバ 制度
入

52 3 19 74

裁判所 強力 訴訟指揮
58 5 11 74

そ 他 0

会社 保有 証拠 集 ， う 制度や方策 有益 あ 考え 。
全 い ，あ 考え 最 近い 選びい ， 該当 番号 ○ 付 く さ
い。 ， 他 あ 場合 ， 具体的 容 併 記入 く さい。

○問 会社 保有 証 集 方策
会社 保有 証 集 制 や方策 い ，文書送付嘱 応 義

務 設定 弁護士 大多数 8監.1％ あ ，裁 所 強力 訴訟指揮
弁護士 】8.4％ ， カ 制 入 弁護士 】0.」％ い

多数 ， 他 制 や方策 掲 回答

あ  

85% 

あ

い 

7% 

い

え い 

8% 

文書送付嘱 応 義務 設定

 

あ  

70% 

あ

い 

4% 

いえ い 

26% 

カバ 制度 入  

あ  

78% 

あ

い 

7% いえ い 

15% 

裁判所 強力 訴訟指揮  
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